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令和４年１１月（第１１回）役員会議事要旨 

 

日 時 令和４年１１月２８日（月）１３：００～１３：４３ 

場 所 第一会議室（ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を併用） 

出席者 ９／９ 

槇野学長、高橋理事、舟橋理事、那須理事、前田理事、袖山理事、 

阿部理事、佐藤理事、藤原理事 

（那須理事は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を使用して出席） 

欠席者 なし 

陪席者 松本監事、大原監事 

（大原監事は、ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を使用して出席） 

 

○ 前回議事要旨の確認 

令和４年１０月（第１０回）の議事要旨について，原案のとおり承認された。 

 

○ 議 事 

１ 審議事項 

（１）令和３年度に係る自己点検評価書（案）について 

   高橋理事から、資料１に基づき、令和３年度自己点検評価書（案）について、新た 

に作成した自己点検・評価の実施方針に基づき、内部質保証に関する統括責任者であ

る学長の下、各担当理事（推進責任者）が所掌する全学委員会等において自己点検・

評価を実施し、評価センターの協力を得て、１０月３１日開催の大学経営戦略会議に

おいて総括・検証を行ったことについて、報告があった。続けて、自己点検・評価に

おいては、「適切である」、「注意が必要」（取組が限定的であり、改善計画の途中であ

るなど、継続的な改善や確認が必要な事項）、「改善を要する事項がある」（法令に違反

したり、認証評価機関が定める評価基準を満たさない状態）の３段階で判断を行い、

３９項目のうち、「適切である」と判断したものが２５項目、「注意が必要」と判断し

たものが１３項目、「改善を要する事項がある」と判断したものが 1項目となっている

ことについて説明があった。特に、「改善を要する事項がある」と判断した項目につい

ては、大学院法務研究科と大学院医歯薬学総合研究科（薬科学専攻）の２つの研究科

において、入学定員充足率が過去５年間の平均で７０％を下回っている状態で、早急

な対応が必要であることから、他大学との連携による入試広報活動の強化（法務研究

科）や改組（医歯薬学総合研究科）を行う等の改善策を実施していることについて説

明があった。さらに、優れた成果のうち主なもの及び全学での検討が必要な事項につ

いて説明があった後、審議の結果、原案のとおり承認された。 
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（２）岡山大学職員の定年引上げ等の実施について 

高橋理事から、資料２に基づき、令和５年４月１日から国家公務員の定年年齢が段 

階的に６５歳に引き上げられることから、本学においても、国に準拠した制度を導入

することについて、説明があった。続けて、本制度の対象者及び制度の詳細（定年の

段階的引き上げ、役職定年制（管理監督職務上限年齢制）の導入、６０歳に達した職

員の給与、及び高齢期における多様な職業生活設計の支援）について説明があり、審

議の結果、原案のとおり承認された。 

 

（３）令和４年人事院勧告への対応について 

   高橋理事から、資料３に基づき、令和４年の人事院勧告の内容について、俸給は平

均＋０．３％で令和４年４月 1 日に遡及適用であること、賞与は年間＋０．１０月分

で令和４年１２月期から改定されることについて、説明があった。続けて、それに対

する本学の対応として、「国立大学法人岡山大学における給与改定方針について」（平

成２２年１月２８日付け学長裁定）に基づき、人事院勧告に準拠して、給与の増額改

定を実施（旧年俸制は、原則として人事院勧告の影響を受けない給与制度であること

から、当分の間、年俸額の改定は行わない。新年俸制は、年俸額表を改定し、令和５

年４月から適用）し、これに伴う人件費の増加見込額は、病院以外で８，６００万円、

病院で１億４，０００万円と試算している旨、説明があった。続けて、光熱費等の高

騰に伴い、病院も含めた大学全体の経営も厳しいが、職員の生活を守る観点からも、

増額改定を実施する旨、説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

 

（４）諸規則の改正について 

高橋理事から、資料４に基づき、令和４年１２月 1日及び令和５年４月 1日施行の

以下の諸規則の一部改正について、改正内容と改正理由の説明があり、審議の結果、

原案のとおり承認された。 

① 国立大学法人岡山大学職員就業規則 

    ・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 

    ・その他規定の整備のため 

② 国立大学法人岡山大学再雇用職員就業規則 

    ・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 

    ・社会情勢に鑑み、勤勉手当の支給割合を改定するため 

    ・その他規定の整備のため 

③ 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則 

    ・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 

    ・社会情勢に鑑み、基本給を改定するため 

④ 国立大学法人岡山大学医員等職員就業規則 

    ・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 
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⑤ 国立大学法人岡山大学職員給与規則 

    ・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 

    ・社会情勢に鑑み、俸給表を改定するため 

⑥ 国立大学法人職員退職手当規則 

・職員の定年引上げ等の実施に係る所要の改正のため 

⑦ 国立大学法人岡山大学役員給与規則 

    ・社会情勢に鑑み、期末特別手当の支給割合を改定するため 

⑧ 国立大学法人岡山大学年俸制適用職員 

    ・社会情勢に鑑み、年俸額を改定するため 

⑨ 岡山大学における部局長の任命等に関する規則 

    ・経過的に存続する学部等の長に係る選考等の例外について明示するため 

 

（５）岡山大学病院長候補者選考会議の設置について 

   槇野学長から、追加画面共有資料に基づき、岡山大学病院長選考会議委員名簿（案）

が示され、原案のとおり、承認された。 

 

２ 報告事項 

（１）令和５年度の医学部医学科の収容定員増について 

   高橋理事から、資料５に基づき、令和５年度における医学部医学科の臨時定員増に 

係る収容定員変更関係設置計画について、大学設置・学校法人審議会における審議の

結果、本学の設置計画を「可」とする回答がなされた旨の通知が、１０月２７日付け

で文部科学省からあったことについて、報告があった。 

 

（２）寄付講座の設置期間の更新及び寄付者の変更について 

   那須理事から、資料６に基づき、令和４年１１月１日付けで大学院医歯薬学総合研

究科の寄付講座「ＣＫＤ・ＣＶＤ地域連携包括医療学講座」の設置期間の更新及び寄

付者の変更があったことについて報告があった。 

 

（３）岡山大学病院先端治療・臨床検査センター等整備運営事業について（※陪席制限） 

槇野学長から、本議題については陪席を制限することについて発言があった。 

続いて、槇野学長の指名により、前田理事から、机上配付資料に基づき、岡山大学

病院先端治療・臨床検査センター等整備運営事業の中止に伴う交渉の経過報告として、

７月２７日付けで、シーメンスヘルスケア（株）代理人から本学代理人に宛てて送付

のあった文書及び９月１３日付けで、鹿島リース（株）代理人から本学代理人に宛て

て送付のあった文書に対して、１１月１０日付けで、本学代理人から両社それぞれの

代理人に宛てて送付した文書についての報告があった。 
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３ その他 

（１）次回開催日について 

次回は、１２月２６日（月）１３時００分から開催することとなった。 

 

以 上  

 

 


